
【様式５－１】

　犯罪被害者等代理援助【 終結・ 中間】報告書

□ 事務類型に掲げる事務の終了

□ 辞任・解任

□ 罪名変更（変更後の罪名を「罪名」欄に記載してください。）

□ 資力回復

選定日 活動終了日

年 月 日 年 月 日
□ 家庭裁判所から検察官への送致後に受任した ＊選定通知書を提出してください。

●事務類型表第１項の活動内容（必要的記載事項も必ず記載してください）

事務類型番号 ※それぞれの活動に対応する疎明資料の提出が必要です。 事務類型番号

1 被害の届出　※弁護士が届出まで行った場合のみ 1 提出日・提出先

2 告訴又は告発　※弁護士が告訴又は告発まで行った場合のみ 2 提出日・提出先

3⃣ 捜査機関への対応又は少年審判における裁判所への対応　※単なる事務連絡は除く 3 対応日・対応内容

④ 加害者又はその代理人との交渉（刑事和解を含む。） 4 対応の経緯・対応内容

5 不起訴理由の確認 5 対応日・対応内容

6 検察審査会に対する審査の申立て又は付審判請求 6 対応日・対応内容

7 証人尋問の準備又は打合せ 7 対応日・対応内容

8 刑事裁判又は少年審判における意見の陳述の申出 8 対応日・対応内容

9 刑事裁判における公判の傍聴又は少年審判における審判の傍聴 9 対応日

10 事件の記録の閲覧又は謄写 10 閲覧・謄写日、謄写内容

11 受刑者、在院者又は保護観察対象者についての意見・心情の陳述・伝達の申出 11 申出日・活動内容

⑫ 犯罪被害者等給付金の支給の申請その他の行政機関（捜査機関を除く。）に対する申請又は請求 12 申請・請求日

⑬ 行政機関（捜査機関を除く。）その他の関係機関又は団体への対応 13 対応日・対応内容

14 裁判所、行政機関その他の関係機関又は団体への同行 14 対応日・対応内容

⑮ 報道機関への対応 15 対応日・対応内容

16 その他（１～15に密接に関連する行為で本被害者等の支援に不可欠なもの） 16 詳細をご記入ください

＊困難等加算報酬、成果報酬、追加実費を請求する場合には、それぞれ対応する報告書を提出してください。
＊報告書は申込者の事件ごとに１部ずつ提出してください。 １枚目

法テラス ●● 御中

活動終了日
（終結の場合のみ）

年 月 日

活動終了事由
（終結の場合のみ）

終局処分日

終局処分
結果

※２枚目も一緒に提出してください。

必要的記載事項

年 月 日 事務類型番号
「必要的記載事項」　及び　「事件処理の概要」

（疎明資料の提出ができない場合はその理由と活動の詳細も記載）

加害者の別 □
加害者に少年を含む。
（終局処分日を基準とする。）

被害者参加
弁護士

請求する項目
（中間請求の場合のみ）

□ 通常報酬及び実費 □ 追加実費（請求内容は「追加実費申立書」に記載） □

住所等
（変更がある場合の

み記入）

姓 → 電話番号

住所

成果報酬（請求内容は「成果報酬報告書」に記載）

）

年 月 日

被援助者
氏名

罪名
（申込時から変更された場合のみ記入）

報告日 年 月 日 受任者

202604

援助番号

登録番号

□ □

□ その他（

⑴ 3⃣の事務を行わなかった場合

⑵ ④⑫⑬⑮のいずれも事務を行わなかった場合

いずれかでも該当すると基本報酬が減額されます。



【様式５－１】

□

□ 損害賠償の請求を目的とする訴訟

□ 民事調停

□ 民事執行

□ 債務者の財産の開示

□ 債務者の財産に係る情報の取得

□ 民事保全

□ 損害賠償命令

●事務類型表第２項の活動内容　 ＊すべての活動において、活動の開始と終了を証する疎明資料の提出が必要です。

和解の交渉（金額に争いがあり、書面又は電磁
的記録を用いて交渉する場合に限る）又は訴え
提起前の和解

活動内容 開始日 終了日

訴状、
判決書等の事件の終了が分かる書面

申立書、決定書

申立書、決定書

２枚目

年 月 日 事務類型番号
「必要的記載事項」　及び　「事件処理の概要」

（疎明資料の提出ができない場合はその理由と活動の詳細も記載）

申立書、決定書

申立書、決定書

必要な疎明資料

交渉の経過が分かる資料
和解の内容を証する書面

申立書、
調停調書等の事件の終了が分かる書面

申立書、決定書



【様式５－１】

　犯罪被害者等代理援助【 終結・ 中間】報告書

□ 事務類型に掲げる事務の終了

□ 辞任・解任

□ 罪名変更（変更後の罪名を「罪名」欄に記載してください。）

□ 資力回復

選定日 活動終了日

年 月 日 年 月 日
□ 家庭裁判所から検察官への送致後に受任した ＊選定通知書を提出してください。

●事務類型表第１項の活動内容（必要的記載事項も必ず記載してください）

事務類型番号 ※それぞれの活動に対応する疎明資料の提出が必要です。 事務類型番号

1 被害の届出　※弁護士が届出まで行った場合のみ 1 提出日・提出先

2 告訴又は告発　※弁護士が告訴又は告発まで行った場合のみ 2 提出日・提出先

3⃣ 捜査機関への対応又は少年審判における裁判所への対応　※単なる事務連絡は除く 3 対応日・対応内容

④ 加害者又はその代理人との交渉（刑事和解を含む。） 4 対応の経緯・対応内容

5 不起訴理由の確認 5 対応日・対応内容

6 検察審査会に対する審査の申立て又は付審判請求 6 対応日・対応内容

7 証人尋問の準備又は打合せ 7 対応日・対応内容

8 刑事裁判又は少年審判における意見の陳述の申出 8 対応日・対応内容

9 刑事裁判における公判の傍聴又は少年審判における審判の傍聴 9 対応日

10 事件の記録の閲覧又は謄写 10 閲覧・謄写日、謄写内容

11 受刑者、在院者又は保護観察対象者についての意見・心情の陳述・伝達の申出 11 申出日・活動内容

⑫ 犯罪被害者等給付金の支給の申請その他の行政機関（捜査機関を除く。）に対する申請又は請求 12 申請・請求日

⑬ 行政機関（捜査機関を除く。）その他の関係機関又は団体への対応 13 対応日・対応内容

14 裁判所、行政機関その他の関係機関又は団体への同行 14 対応日・対応内容

⑮ 報道機関への対応 15 対応日・対応内容

16 その他（１～15に密接に関連する行為で本被害者等の支援に不可欠なもの） 16 詳細をご記入ください

住所等
（変更がある場合の

み記入）

姓 → 電話番号

住所

日 受任者

被援助者
氏名

罪名
（申込時から変更された場合のみ記入）

報告日 年 月 登録番号

□

終局処分
結果

□ その他（

年

活動終了日
（終結の場合のみ）

年 月 日

活動終了事由
（終結の場合のみ）

終局処分日

年 月 日 事務類型番号
「必要的記載事項」　及び　「事件処理の概要」

（疎明資料の提出ができない場合はその理由と活動の詳細も記載）

加害者の別 □
加害者に少年を含む。
（終局処分日を基準とする。）

被害者参加
弁護士

必要的記載事項

□ □

成果報酬（請求内容は「成果報酬報告書」に記載）

＊困難等加算報酬、成果報酬、追加実費を請求する場合には、それぞれ対応する報告書を提出してください。
＊報告書は申込者の事件ごとに１部ずつ提出してください。

法テラス ●● 御中
援助番号

月 日

）

請求する項目
（中間請求の場合のみ）

□ 通常報酬及び実費 □追加実費（請求内容は「追加実費申立書」に記載）

いずれかに をいれてください。

いずれも終結時の算定に必要な情報となりますので

もれなく記入してください。

活動を行った年月日、事務類型番号、必要的記載事項をもれなく記入してください。

活動を証する資料の提出が困難な場合にはその理由と行った活動内容の詳細について

も記入してください。

⑴ 3⃣の事務を行わなかった場合

⑵ ④⑫⑬⑮のいずれも事務を行わなかった場合

いずれかでも該当すると基本報酬が減額されます。



【様式５－１】

※２枚目も一緒に提出してください。



【様式５－１】

□

□損害賠償の請求を目的とする訴訟

□民事調停

□民事執行

□債務者の財産の開示

□債務者の財産に係る情報の取得

□民事保全

□損害賠償命令

２枚目

年 月 日 事務類型番号
「必要的記載事項」　及び　「事件処理の概要」

（疎明資料の提出ができない場合はその理由と活動の詳細も記載）

申立書、決定書

申立書、決定書

活動内容 開始日 終了日 必要な疎明資料

●事務類型表第２項の活動内容　 ＊すべての活動において、活動の開始と終了を証する疎明資料の提出が必要です。

申立書、決定書

申立書、決定書

和解の交渉（金額に争いがあり、書面又は電磁
的記録を用いて交渉する場合に限る）又は訴え
提起前の和解

交渉の経過が分かる資料
和解の内容を証する書面

訴状、
判決書等の事件の終了が分かる書面

申立書、
調停調書等の事件の終了が分かる書面

申立書、決定書
民事の活動については疎明資料必須

となりますのでもれなく添付してくだ

さい。

判決書等の結果がわかる資料だけで

なく、申立書等も添付が必要です。


